
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
十
九
号

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う

師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
の
三
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指

圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
全
部
を
改

正
す
る
こ
の
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
章
　
免
許

（
法
第
三
条
第
一
号
及
び
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ

う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
及

び
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
あ
ん
摩
マ

ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き
ゅ
う
師
の
業
務
又

は
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
業
類
似
行

為
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
治
療
等
の
考
慮
）

第
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
免
許
、
は
り
師
免
許
又
は
き
ゅ
う
師
免
許
（
以

下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
前
条

に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る

と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り

障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
三
　
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書

を
、
は
り
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
一
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
、
き
ゆ
う
師
の
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
る
申

請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家
試
験
、
は
り
師

国
家
試
験
又
は
き
ゅ
う
師
国
家
試
験
（
次
項
、
第
二

条
第
三
号
、
第
十
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一

項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一

条
第
一
項
に
お
い
て
「
試
験
」
と
い
う
。
）
の
合
格

証
書
の
写
し
又
は
合
格
証
明
書

二
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者

（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
薬
、
大
麻
若
し
く
は

あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師

の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
合
格
し
た
試
験
の
施
行
年
月
、

受
験
地
及
び
受
験
番
号
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
前
項

第
一
号
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
名
簿
の
登
録
事
項
）

第
二
条
　
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
名
簿
、
は
り
師
名

簿
又
は
き
ゅ
う
師
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
。

一
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二
　
本
籍
地
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍
）
、
氏
名
、
生
年
月
日

及
び
性
別

三
　
試
験
合
格
の
年
月

四
　
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
の
処
分
に
関
す

る
事
項

五
　
再
免
許
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六
　
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
証
、
は
り
師
免

許
証
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
免
許
証
（
以
下
「
免
許

証
」
と
い
う
。
）
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師

免
許
証
明
書
、
は
り
師
免
許
証
明
書
若
し
く
は
き
ゅ

う
師
免
許
証
明
書
（
以
下
「
免
許
証
明
書
」
と
い

う
。
）
を
書
換
え
交
付
し
、
又
は
再
交
付
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
理
由
及
び
年
月
日

七
　
登
録
の
消
除
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に

そ
の
理
由
及
び
年
月
日

（
名
簿
の
訂
正
）

第
三
条
　
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き

ゅ
う
師
（
以
下
「
施
術
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第

二
号
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
十
日

以
内
に
、
名
簿
の
訂
正
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申

請
書
に
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本

台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記

載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に

掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る

書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類

と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

第
四
条
　
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
に
は
、
様
式

第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
施
術
者
が
死
亡
し
、
又
は
失

そ
う踪

の
宣
告
を
受
け
た
と

き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失

そ
う踪

の
届
出
義
務
者
は
、
三
十

日
以
内
に
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す

る
に
は
、
申
請
書
に
、
当
該
施
術
者
が
死
亡
し
、
又

は
失

そ
う踪

の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
申
請
）

第
五
条
　
施
術
者
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
の
記
載

事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換
え
交

付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申

請
書
に
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
及
び
戸
籍
の
謄
本
又

は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て

は
住
民
票
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条

の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身

分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を

証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条
　
施
術
者
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
破

り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
再
交
付

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
申

請
書
に
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写

し
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
手
数
料
と
し
て

三
千
三
百
円
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
施

術
者
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に

そ
の
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
施
術
者
は
、
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ

た
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五

日
以
内
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
の
返
納
）

第
七
条
　
施
術
者
は
、
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る

と
き
は
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
者
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
施
術
者
は
、
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
五
日

以
内
に
、
免
許
証
又
は
免
許
証
明
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料
の
納
付
）

第
八
条
　
第
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
条
第
二
項
の
申

請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許

税
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相

当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
等
）

第
九
条
　
法
第
三
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

登
録
機
関
（
以
下
「
指
定
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
が

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師

の
登
録
の
実
施
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け

る
第
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第

一
項
、
第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
見
出

し
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
七

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第

五
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
、
第
六
条
の
見
出
し
及

び
同
条
第
一
項
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
五
条
の
見
出
し

及
び
同
条
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と
あ

る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
第
六
条

の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
免
許

証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交

付
」
と
す
る
。

２
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
第

三
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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第
二
章
　
試
験

（
点
字
に
よ
る
試
験
）

第
十
条
　
目
が
見
え
な
い
者
の
試
験
は
、
点
字
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
十
一
条
　
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家
試
験
の
科

目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

医
療
概
論
（
医
学
史
を
除
く
。
）

衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学

関
係
法
規

解
剖
学

生
理
学

病
理
学
概
論

臨
床
医
学
総
論

臨
床
医
学
各
論

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学

東
洋
医
学
概
論
・
経
絡
経
穴
概
論

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
理
論

東
洋
医
学
臨
床
論

（
は
り
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
十
二
条
　
は
り
師
国
家
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

医
療
概
論
（
医
学
史
を
除
く
。
）

衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学

関
係
法
規

解
剖
学

生
理
学

病
理
学
概
論

臨
床
医
学
総
論

臨
床
医
学
各
論

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学

東
洋
医
学
概
論

経
絡
経
穴
概
論

は
り
理
論

東
洋
医
学
臨
床
論

（
き
ゅ
う
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
十
三
条
　
き
ゅ
う
師
国
家
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

医
療
概
論
（
医
学
史
を
除
く
。
）

衛
生
学
・
公
衆
衛
生
学

関
係
法
規

解
剖
学

生
理
学

病
理
学
概
論

臨
床
医
学
総
論

臨
床
医
学
各
論

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学

東
洋
医
学
概
論

経
絡
経
穴
概
論

き
ゅ
う
理
論

東
洋
医
学
臨
床
論

（
試
験
科
目
の
免
除
）

第
十
四
条
　
同
時
に
は
り
師
国
家
試
験
及
び
き
ゅ
う
師
国

家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
試
験
科

目
中
共
通
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
の
申
請
に
よ

り
そ
の
一
方
の
試
験
を
免
除
す
る
。

第
十
五
条
　
削
除

（
試
験
施
行
期
日
等
の
公
告
）

第
十
六
条
　
試
験
を
施
行
す
る
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受

験
願
書
の
提
出
期
限
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
で
公
告

す
る
。

（
受
験
の
手
続
）

第
十
七
条
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五

号
に
よ
る
受
験
願
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
受
験
願
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書

二
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら

撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

（
合
格
証
書
の
交
付
）

第
十
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に

合
格
証
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
格
証
明
書
の
交
付
及
び
手
数
料
）

第
十
九
条
　
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に

合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
手
数
料
と
し
て
二

千
九
百
五
十
円
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

第
二
十
条
　
第
十
七
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
出
願

又
は
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す

る
収
入
印
紙
を
受
験
願
書
又
は
申
請
書
に
は
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
等
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が

試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第

十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大

臣
」
と
あ
り
、
及
び
「
国
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
試

験
機
関
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
め
ら
れ

た
手
数
料
は
、
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
三
章
　
施
術
所
等

（
届
出
事
項
）

第
二
十
二
条
　
法
第
九
条
の
二
第
一
項
前
段
（
法
第
十
二

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
つ
い
て
は
、

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
開
設
の
年
月
日

三
　
名
称

四
　
開
設
の
場
所

五
　
法
第
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
種
類

六
　
業
務
に
従
事
す
る
施
術
者
の
氏
名
及
び
当
該
施
術

者
が
目
が
見
え
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨

七
　
構
造
設
備
の
概
要
及
び
平
面
図

第
二
十
三
条
　
削
除

（
法
第
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
四
条
　
法
第
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
術
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
施
術
者
が

目
が
見
え
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨

二
　
法
第
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
種
類

三
　
業
務
を
行
う
場
所
及
び
そ
の
期
間

（
施
術
所
の
構
造
設
備
基
準
）

第
二
十
五
条
　
法
第
九
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
二
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
専
用
の
施
術
室
を

有
す
る
こ
と
。

二
　
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
待
合
室
を
有
す
る

こ
と
。

三
　
施
術
室
は
、
室
面
積
の
七
分
の
一
以
上
に
相
当
す

る
部
分
を
外
気
に
開
放
し
得
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ

れ
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
換
気
装
置
が
あ
る
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
施
術
に
用
い
る
器
具
、
手
指
等
の
消
毒
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

（
衛
生
上
必
要
な
措
置
）

第
二
十
六
条
　
法
第
九
条
の
五
第
二
項
（
法
第
十
二
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

二
　
採
光
、
照
明
及
び
換
気
を
充
分
に
す
る
こ
と
。

（
身
分
を
示
す
証
票
の
様
式
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
は
、

様
式
第
六
号
に
よ
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
二
四
日
厚
生
省
令
第

五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
四

七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令

第
六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
発
生
し
た
事
項
に
つ
き
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
二
十
三
条
（
同
令
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
届
出
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
滞
在
し
て
業
務
を
行
っ

て
い
る
施
術
者
又
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は

り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
医
業
類
似
行
為
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

に
係
る
滞
在
に
よ
る
業
務
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
二
十
四
条
（
同
令
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令

第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
三
日
厚
生
省
令

第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
等
に
係
る
欠
格
事
由
の
適
正

化
等
を
図
る
た
め
の
医
師
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ

指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
三
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
一
号
（
第
一
条
の
三
関
係
）

 

様
式
第
一
号
の
二
（
第
一
条
の
三
関
係
）
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様
式
第
一
号
の
三
（
第
一
条
の
三
関
係
）

 

様
式
第
二
号
（
第
三
条
、
第
五
条
関
係
）

様式第二号(第三条、第五条関係) 

 

記
入
不
要 

登 録 番 号 
          

収 入 印 紙 欄 

(収入印紙は消印しないで下さい。) 訂正書換え

交付年月日 

  

      
 

  師名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付申請書 

 

登 録

番 号 
第 

            

号 
登 録

年月日 

昭和 
平成 
令和 

    

年 

    

月 

    

日 

 変更を生じた事項 

  
変 更 前 変 更 後 ( 第 1 回 ) 変 更 後 ( 第 2 回 ) 

コ ー ド                         

本 籍 

(国 籍) 

  都道

府県 

  都道

府県 

  都道

府県 

フ リ ガ ナ             

氏 名 

(氏) (名) (氏) (名) (氏) (名) 

(旧姓)   (旧姓)   (旧姓)   

旧姓併記の希望   有 ・ 無 有 ・ 無 

通 称 名             

生 年 月 日 

大正 
昭和 
平成 
令和 
西暦 

        
年 

  大正 
昭和 
平成 
令和 
西暦 

        
年 

      

性別 

男 

    
月 

    
日 

    
月 

    
日 女 

 

変 更 の 理 由   ※           

 ◎都道府県知事免許のみ記入 

登録 

都道府県名 

  都 道

府 県 

登録 

都道府県コード 

    

 

 上記により、   師名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付を申請します。 

 

電 話 (     ) 
   年   月   日 

住 所 

〒    ― 

  都道

府県 

市 

郡 

  

氏 名 

  

生 年

月 日 

大正 
昭和 
平成 
令和 
西暦 

        年     月     日   

 

  厚生労働大臣 
  指定登録機関代表者 

殿 
 

様
式
第
三
号
（
第
四
条
関
係
）

様式第三号(第四条関係) 

   
記
入
不
要 

消 除 年 月 日 

  

 

  師名簿登録消除申請書 

 

登 録 番 号 第             号 登 録 年 月 日 

昭和 

平成 

令和 

    年     月     日 

 

 登録 

 都道府県名 
  

都 道

府 県 

登録 

都道府県コード 

    

 

コ ー ド         

本 籍 

(国 籍) 
  

都 道

府 県 
 

フリガナ        

性 別 
男 

氏 名 
(氏) (名) 

女 

 
 

生 年 月 日 

大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年     月     日 

 

削除した理由の

生じた年月日 

平 成 

令 和 
    年     月     日 

 

コ ー ド       

消 除 理 由 死 亡 ・ 失 踪 ・ そ の 他 

 
 上記により 

 

  師名簿の登録を消除されたく免許証(免許証明書)及び関係書類

を添えて申請します。 

年  月  日  

電 話       (    )   

住 所 

〒    ― 

  都 道

府 県 

市 

郡 
  

氏 名     

 
 厚生労働大臣 

 指定登録機関代表者 
殿 

 

様
式
第
四
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第四号(第六条関係) 

   

記
入
不
要 

登 録 番 号 
  

再交付年月日 
  

 

  師免許証(免許証明書)再交付申請書 

 

登 録 番 号 第             号 登 録 年 月 日 

昭和 

平成 

令和 

    年     月     日 

◎都道府県知事免許のみ記入 

 登録 

 都道府県名 
  

都 道

府 県 

登録 

都道府県コード 

    

 

本籍コード         

本 籍 

(国 籍) 
  

都 道

府 県 

 

フ リ ガ ナ       

氏 名 
(氏) (名) 

  

性 別 
男 

(旧姓) (氏) (名) 
女 

通 称 名 
      

 

生年月日 

大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年     月     日   

  

※ 

      

 

免許取得 

資 格 

昭 和 
平 成 
令 和 

        年     月 施 行 第     回 

  
師試験

合 格 
  

  

 

 上記の 

 
  

師免許証(免許証明書)を(破った・汚した・失った)ので、関係書類を

添えて免許証(免許証明書)の再交付を申請します。 

年  月  日  

電 話        (    )   

住 所 

〒    ― 

  都 道

府 県 

市 

郡 
  

氏 名     

 

 厚生労働大臣 

 指定登録機関代表者 
殿 
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様
式
第
五
号
（
第
十
七
条
関
係
）

様式第五号(第十七条関係) 

  
あん摩マッサージ指圧師(はり師、

きゅう師)国家試験受験願書 

  

  収 入 印 紙 

(消印しないこ

と｡) 

    

  

  ふりがな   

性別 

男 

受験番号 

※   

氏 名 

  

女 

生年月日 

明 治 
大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 

年  月  日 
本 籍 

(国籍) 

  

都道

府県 
受験希望地 

  

電 話           (   ) 

現 住 所 
都道 

府県 

市 

郡 
区 

町 

村 

番地   

番    号 

養成施設名   

最終学歴 年卒業(見込) 

連 絡 先 
電話番号     (    )     (内線   ) 

    上記により、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)国家試験を受験したいので申し込

みます。 

      年   月   日 

  厚 生 労 働 大 臣 

  指定試験機関代表者 
 殿 

氏 名                  

備考 1 ※印欄には、記入しないこと。 

   2 該当する不動文字を○で囲むこと。 

   3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきりと記入すること。 

   4 指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入印紙は貼ら

ないこと。 

   5 修業証明書又は卒業証明書については、学校・養成施設の長の発行に係るものであること。 

   6 用紙の大きさは、A4とすること。 

様
式
第
六
号
（
第
二
十
八
条
関
係
）

 

様式第六号(第二十八条関係) 

(表面) 

第    号   

  
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第10条第2項の規定による身分を示す証票 

  

  

写

真 

  

       氏 名 

年  月  日生 

    年  月  日発行 

都道府県(保健所設置市又は特別区)    印 
  

 

 

(裏面) 

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和2

2年法律第217号)抜すい 

第10条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な

報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設

備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査

させることができる。 

  前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す

証票を携帯しなければならない。 

  第1項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。 

第13条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金

に処する。 

 六 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

注 保健所を設置する市又は特別区にあっては、あん摩マツサージ指

圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項の規定により、

前記都道府県知事の権限は市長又は区長が行うこととなっている。 
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